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１．福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）とは？ 

福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）は、国内の福祉用具メーカー又は輸入事業者から、「企業」及び  

「福祉用具」に関する情報を収集し、当協会のホームページを通じて、情報発信するシステムです。 

適切な福祉用具を選定・利用するためには、利用される方の身体状況や使用環境などの情報に

加え、使用を検討する用具の「仕様」や「機能」、「性能」などに関する情報が必要です。 

ＴＡＩＳは、全国に散在する福祉用具に関する情報を収集・分類、体系化し、情報提供することによ

って、福祉用具の適切な利用に寄与するものです。 

また、ＴＡＩＳに情報登録された福祉用具うち、介護保険において保険給付の対象と考えられる  

用具については、当協会が設置する外部の有識者からなる「介護保険給付対象福祉用具情報検討

委員会」の審査を経た上で、介護保険福祉用具情報としても情報提供を行っております。本情報（介

護保険福祉用具情報）の取り扱いにつきましては、Ｐ９を参照してください。 

なお、ＴＡＩＳへの情報登録は、メーカー等の自主的な判断に基づくものであり、任意です。 

 

（参考） 

○｢ＴＡＩＳ｣：Technical Aids Information System の略 

○｢福祉用具の情報発信｣：http://www.techno-aids.or.jp 

 

２．ＴＡＩＳへの情報登録 

（１）新規の情報登録 
新規に情報登録する場合、「企業情報」と「福祉用具情報」をお申し込みいただきます。 

登録は、福祉用具の「製造事業者｣又は｢輸入事業者｣に限ります。 

別添「企業及び福祉用具情報 登録用紙一覧」から、該当する様式を選び、漏れ等が無いよう 

記入して、当協会に郵送で提出してください。 

なお、登録時に必要となる提出書類は、以下のとおりです。 

 

 

 

①送付資料一覧：提出書類の送付書にあたります。 

②「企業情報」登録用紙：初回登録時のみ、ご提出いただく書類です。 

③「福祉用具情報」登録用紙：１製品につき１枚、ご提出いただく書類です。 

④登録する用具の画像データ：ＣＤ等にデータを入れて提出してください。 

⑤製品カタログ：当該製品（登録しようとしている用具）が掲載されたカタログを提出してくだ

さい。なお、カタログが未作成の場合、当該製品の仕様や使用方法等が 

確認できる書類を必ず添付してください。 

 

※登録用紙は、当協会のホームページから「Ｗｏｒｄ」や「Ｅｘｃｅｌ」にてダウンロードする 

ことができます。（http://www.techno-aids.or.jp/「登録用紙はこちらから」参照） 

 

提出書類一覧 ※登録を希望の方は、以下の書類を必ず提出してください。 
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関係書類の提出から情報発信に要する期間は、通常１ヶ月程度ですが、当該月の申込件数に

よっては、通常よりお時間をいただく場合があります。 

また、関係書類に記入漏れや提出漏れなどがある場合には、さらにお時間をいただくことになり

ますので、あらかじめ留意してください。 

 

○企業情報の登録 

企業情報は、１社につき１件の登録をお願いします。（用具情報の登録が複数になっても、企業情

報の登録は１件です。）なお、福祉用具情報を１件も登録せず、企業情報のみの登録は認めておりま

せん。 

また、用具情報を全て削除した場合、企業情報も同時に削除されます。 

・登録時の提出書類は、Ｐ２「提出書類一覧」を参照。 

・記入方法は、Ｐ６「（１）「企業情報」登録用紙の記入方法」を参照。 

・登録料は、Ｐ５「３．情報登録に係る費用」を参照。 

○福祉用具情報の登録 

福祉用具情報は、１製品につき１件の登録をお願いします。製品型番や機能、仕様が異なるもの

又は、希望小売価格が大幅に異なる場合には、区分して登録してください。用具情報は何件でも登

録できます。但し、当該製品（登録しようとしている用具）が、当協会において福祉用具に当たらないと

判断したものについては、登録をお断りする場合がございます。 

また、輸入事業者からの登録につきましては、同一製品を扱う別の輸入事業者等と重複しないよう

調整させていただく場合があります。 

・登録時の提出書類は、Ｐ２「提出書類一覧」を参照。 

・記入方法は、Ｐ７「（２）「福祉用具情報」登録用紙の記入方法」を参照。 

・登録料は、Ｐ５「３．情報登録に係る費用」を参照。 

○画像情報の登録 

福祉用具情報１件につき、１枚の画像登録をお願いします。 

該当製品（登録しようとしている用具）の画像データをＣＤ等に保存して提供してください。ポジフィ

ルムで提出することも可能です。 

当該製品の用具情報（文字情報）と画像データを確実に一致させるため、「福祉用具情報」登録

用紙の「⑦写真：整理番号／」欄には、画像データのファイル名を必ず記入してください。 

なお、ご登録いただく写真は、貴社が著作権及び著作者人格権を有しているもの、あるいは使用

（改変翻訳等を含む）についての全ての権利を有するものに限ります。また、使用（改変翻訳等を含

む）について当協会に貴社と同様の権利を付与していただきます。 

 

（２）福祉用具情報の追加登録 

「新たに製品開発（改良を含む）した用具」や「未登録の用具」を追加登録する場合、「企業及び福

祉用具情報 登録用紙一覧」から、該当する様式を選び、漏れ等が無いよう記入して、当協会に郵

送で提出してください。登録に必要な書類は、Ｐ２「提出書類一覧」から②「企業情報」登録用紙を除

いた書類となります。 

関係書類の提出から情報発信に要する期間は、通常１ヶ月程度ですが、当該月の申込件数によ

っては、通常よりお時間をいただく場合があります。 

また、関係書類に記入漏れや提出漏れなどがある場合には、さらにお時間をいただくことになります
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ので、あらかじめ留意してください。 

 

（３）既に登録している情報の変更 

既に登録している情報の変更は、随時、受け付けており、様式は任意です。「変更前」と「変更後」

の違いがはっきりと分かるように記入して、郵送又はＦＡＸにて当協会あて提出してください。 

インターネットから当該製品（変更しようする用具）を印刷し、見え消しなどの方法で修正し、提出し

ていただいても結構です。 

 

（４）既に登録している情報の削除 

既に登録している情報の削除は、随時、受け付けており、様式は任意です。登録削除する用具情

報の「ＴＡＩＳコード」に、「企業名」と「担当者名」を沿えて、郵送又はＦＡＸにて当協会あて提出してくだ

さい。当協会では、当該ＴＡＩＳコードを取得している企業（登録したメーカー等）の方かどうかを確認さ

せていただきます。 

なお、下記（５）の登録年度内に登録削除のお申し出がない場合、次年度以降、登録を更新  

（自動更新）したものとして、取り扱わせていただきます。 

・登録料は、Ｐ５「３．情報登録に係る費用」を参照。 

 

（５）既に登録している福祉用具の製造を中止した場合の取り扱い 

既に登録している福祉用具の製造を中止した場合、当該製品情報（登録としている福祉用具）に

「製造中止」と表示した上で情報を継続するか、それともＴＡＩＳから情報を削除するか、いずれかを 

選択してください。前者の場合は、任意の様式で該当する「ＴＡＩＳコード」及び「製造を中止した年月」

を当協会・担当まで知らせてください。また、削除する場合には、上記（４）の手続きを行って下さい。 

 
（６）登録の期間 

情報登録の期間は、｢年度単位（４月～翌年３月）｣です。 

 

（７）ＴＡＩＳコードの取得 

ＴＡＩＳに情報登録することにより、｢ＴＡＩＳコード｣が付けられます。 

ＴＡＩＳコードは、情報登録完了後、当協会ホームページのお知らせに掲示します。また、登録完了

後、当協会から郵送する「情報登録確認用紙」でも確認することができます。 

なお、ＴＡＩＳコードを急ぎでお知りになりたい方は、「送付資料一覧」の備考欄にその旨を記入してく

ださい。当協会では書類審査が終了しだいＦＡＸにてご連絡致します。但し、登録する内容が未確定

又は未完成のままではＴＡＩＳコードをお知らせ致しません。さらに関係書類の記入漏れや提出漏れな

どがある場合には、お時間をいただくことになりますので、あらかじめ留意してください。 

 

（参考） 

○ＴＡＩＳコードとは？ 

５桁の「企業コード」と６桁の「福祉用具コード」を「－（ハイフン）」で結んだ、ＴＡＩＳにおけるシス

テム管理コードです。 

ＴＡＩＳコードは、情報の共有化に役立ち、ホームページから該当する福祉用具をいつでも

どこでも検索し、閲覧することができます。 
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３．情報登録に係る費用 

情報登録に際して、下記に定める登録料を申し受けます。 

 

新規登録料（初年度※） 更新料（２年度目以降） 

 

◆ 企業情報の登録     10,500円/年 

 

◆ 用具情報の登録      6,300円/年 
（画像情報含む。） 

 

 

◆ 企業情報の更新     5,250円/年 

 

◆ 用具情報の更新     3,150円/年 
（画像情報含む。） 

 

画像情報の変更  2,100円／件 

注１）上記の料金は、１件あたりの価格を表示しています。 

注２）登録の期間は、｢年度単位（４月～翌年３月）｣です。年度内に登録を削除する旨のお申し出がない場合には、  

次年度以降、自動的に更新したものとして取り扱わせていただきます。なお、登録削除は、随時、受け付けており

ますので、更新を希望しない場合には、年度内中に必ず申し出てください。 

 

（１）新規登録料（初年度） ※登録月から同年度末までの取り扱いとなります。 

○企業情報情報：１社あたり、１０,５００円 

○福祉用具情報：１件あたり、６,３００円（画像情報を含む。） 

・登録は、Ｐ２「ＴＡＩＳへの情報登録」を参照。 
 

（２）更新料（初年度の半額） 

○企業情報情報：１社あたり、５,２５０円 

○福祉用具情報：１件あたり、３,１５０円（画像情報を含む。） 

・登録の期間は、Ｐ４「（６）登録の期間」を参照。 

 

（３）変更料 

○企業情報情報：無料 

○福祉用具情報：画像変更のみ１件あたり、「２,１００円」 

・変更は、Ｐ４「（３）既に登録している情報の変更」を参照。 

 

（４）削除料 

○企業情報情報：無料 

○福祉用具情報：無料  

・変更は、Ｐ４「（４）既に登録している情報の削除」を参照。 

 

（５）登録料等の請求 

登録料の請求につきましては、情報登録が完了した後、当協会から送付する「情報登録確認用紙

（登録内容をご確認いだく書類）」と合わせて、担当者様あてにご送付致します。 

また、更新料のご請求につきましては、毎年４月～５月頃、担当者様あてにご送付致します。 
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４．登録用紙のダウンロード 

福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）に情報登録を希望される方は、当協会のホームページから下記

の書類をダウンロードして使用してください。 

 

テクノエイド協会ホームページ  http://www.techno-aids.or.jp/ 

  １．福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）登録の手引き（ＰＤＦ:146KB） 

  ２．送付資料一覧（ＰＤＦ:11KB、Ｗｏｒｄ:29KB） 

  ３．企業及び福祉用具情報登録用紙一覧（ＰＤＦ:118KB、Ｅｘｃｅｌ:131KB） 

  ４．福祉用具情報システム仕様の手引き（ＰＤＦ:145KB） 

 

５．登録用紙の記入方法 

（１）「企業情報」登録用紙の記入方法 

 【ＴＡＩＳのご登録担当者】 

   （Ａ）記入日 ：本用紙に記入した日付を記入してください。 

   （Ｂ）担当部課 ：担当者の担当部課の名称を記入してください。 

   （Ｃ）担当者 ：担当者の氏名・フリガナを記入してください。 

   （Ｄ）ＴＥＬ ：担当者への問い合わせ電話番号を記入してください。 

   （Ｅ）ＦＡＸ ：担当者への問い合わせＦＡＸ番号を記入してください。 

   （Ｆ）住所 ：担当者の所在地、郵便番号・住所を記入してください。 

※後日、請求書などの関係書類を送付させていだく窓口となります。 

 【具体的な事項】 

①会社（団体）名： 

貴社の「正式名称」及び「フリガナ」を記入してください。 

※フリガナに濁点がある場合でも同一枠内に記入してください。 

②経営形態： 

該当する「経営形態」を一つ選び○印を付けてください。「５．その他」を選んだ場合には

（    ）内に具体的に記入してください。 

③代表者： 

貴社の「代表者の氏名」及び「フリガナ」を記入してください。 

④本社所在地： 

本社の状況を記入してください。 

 

○郵便番号：郵便番号を算用数字で記入してください。 

○住所：都道府県名から所在地の住所を記入してください。 

○ＴＥＬ：算用数字で「－」を境に左詰めで記入してください。 

○ＦＡＸ：算用数字で「－」を境に左詰めで記入してください。 

○ホームページアドレス：ホームページを開設している場合、アドレスを記入してください。 

○Ｅメールアドレス：Ｅメールアドレスを記入してください。 
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⑤設立年月： 

該当する「設立元号」を選び、○印を付けてください。また、その「設立年月」を算用数字で記入

してください。（個人経営の場合には、創業した年月を記入してください。） 

⑥商品に関する問い合わせ窓口： 

商品の問い合わせ窓口を記入してください。なお、本社所在地と同じ場合には、「担当部課」欄

のみ記入してください。 

 

○郵便番号：郵便番号を算用数字で記入してください。 

○住所：都道府県名から所在地の住所を記入してください。 

○ＴＥＬ：算用数字で「－」を境に左詰めで記入してください。 

○ＦＡＸ：算用数字で「－」を境に左詰めで記入してください。 

○ホームページアドレス：ホームページを開設している場合、アドレスを記入してください。 

○Ｅメールアドレス：Ｅメールアドレスを記入してください。 

 

 

⑦国外福祉用具の輸入を行っている場合： 

福祉用具を輸入している場合、主な国名とメーカーを最大６社まで記入してください。 

 

 

（２）「福祉用具情報」登録用紙の記入方法 

【全体的な留意事項】 

ａ．登録する用具によって、登録用紙が異なりますので注意してください。 

 

   【車いす（手動）】（Ｂ－０１）   【リフト】（Ｂ－０６） 

   【車いす（電動）】（Ｂ－０２）   【吊り具】（Ｂ－０７） 

   【電動三・四輪車】（Ｂ－０３）   【補聴器】（Ｂ－０８） 

   【ベッド本体】（Ｂ－０４）   【その他の福祉用具】（Ｂ－１０） 

   【マットレス／床ずれ防止マットレス】（Ｂ－０５） 
 

※登録用紙は、当協会のホームページから「Ｗｏｒｄ」や「Ｅｘｃｅｌ」でダウンロードすることができます。 

（http://www.techno-aids.or.jp/「登録用紙はこちらから」参照） 

 

ｂ．用具情報は、１製品について、１件の登録をお願いします。 

ｃ．複数の用具を登録希望する場合、登録用紙をコピー等して利用してください。 

ｄ．仕様欄に記入する項目及び内容は、「仕様の手引き」を参考にしてください。 

ｅ．仕様や特徴等の欄には文字制限があるため、希望する内容の全てを掲載できない場合があり

ます。また、記入された内容に不適切な文言等が含まれている場合には、当協会の判断により

内容を削除又は変更させていただくことがあります。 

ｆ．貴社において記入された仕様や性能等の情報は、当協会において一切責任を負いません。  

また、ＴＡＩＳへの情報登録は、当該製品（登録しようとしている製品）の機能面や安全面を保証

するものでは一切ありません。 

 【具体的な事項】 

①会社（団体）名： 

貴社の「正式名称」及び「フリガナ」を記入してください。 
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※フリガナに濁点がある場合でも同一枠内に記入してください。 

②製品型番： 

登録する用具の「製品型番」を３０文字以内で記入してください。 

なお、二つ以上の型番を記入することは、原則として認めておりません。 

③商品名： 

登録する用具の「商品の正式名称」を正確に記入してください。 

④ＪＡＮコード：（この欄は「記入不要」です。） 

⑤製品区分： 

該当する「製品区分」に○印を付けてください。なお、「２．輸入製品」を選んだ場合、（    ）内

にその製造事業者名を記入してください。 

⑥希望小売価格： 

「希望小売価格（消費税抜き）」を算用数字の円単位で記入してください。 

⑦写真：（整理番号）／ 

登録する用具の「画像データのファイル名」を記入してください。 

該当製品（登録しようとしている用具）の画像データをＣＤ等に保存して提供してください。ポジフィ

ルムで提出することも可能です。 
※当該製品（登録しようとする用具）の用具情報（文字情報）と画像データを確実に一致させるため、本欄には必ず

「画像データのファイル名」を記入してください。 

⑧給付対象：（この欄は「記入不要」です。） 

⑨課税：（この欄は「記入不要」です。） 

⑩発売年月： 

該当する「設立元号」を選び、○印を付けてください。また、その「年月」を算用数字で記入してく

ださい。 

なお、ＴＡＩＳへの情報登録は、原則として販売開始している製品です。但し、メーカー等からカタ

ログに事前に掲載したいとの要望が多いことから、どうしても発売前の登録を希望したい方は、その

都度、メーカー等の情報登録担当者様と協議のうえ検討させていただきます。登録完了から発売

までの間に情報の変更が生じた場合には当該情報を削除させていただきますので、予め留意してく

ださい。 

 

－ ここからは様式によって異なりますので注意してください。－ 

 

○仕様：別添「仕様の手引き」を参考に記入してください。 

■登録用紙（Ｂ－０１～０８）の場合 

当協会において検討した福祉用具の表示ガイドラインに基づく仕様形態となっております。 

記入方法がわからない場合は、当協会までお問い合わせください。 

■登録用紙（Ｂ－１０）の場合 

当該製品（登録しようとする用具）を別添「仕様の手引き」の中から選び、表示されている  

程度の仕様を最低限記入してください。 

項目及びその内容は、最大２０まで設定することができます。当該製品（登録しようとする用

具）の仕様や機能がわかるようできるだけ詳細に記入してください。 



 

9 
 

但し、項目は２０文字、内容は３０文字を限度としています。 

○カラー：「カラー」のある用紙は、最大で６種類まで記入することができます。１項目１０文字を限

度としています。 

○特徴：当該製品（登録しようとする用具）の特徴を端的に記入してください。７８文字を限度として

います。 

○使用上の注意：当該製品（登録しようとする用具）の使用上の注意を記入してください。     

い。７８文字を限度としています。 

 

※記入に際しての注意事項：必ずお読みしてください。 

◎  仕様や特徴等の欄には文字制限があるため、希望する内容の全てを掲載できない場合がありま

す。また、記入された内容に不適切な文言等が含まれている場合には、当協会の判断により内容

を削除又は変更させていただくことがあります。 

◎  貴社において記入された仕様や性能等の情報は、当協会において一切責任を負いません。 

また、ＴＡＩＳへの情報登録は、当該製品（登録しようとしている製品）の機能面や安全面を保証す

るものでは一切ありません。 

 

６．介護保険福祉用具情報の取り扱いについて 

○  介護保険福祉用具情報の取り扱いにつきましては、国内の福祉用具メーカー又は輸入事業者

から、任意にＴＡＩＳ登録されたものの中から、厚生労働省の告示及び解釈通知に基づき、当協会

の判断により、介護保険において保険給付の対象と考えられる福祉用具を参考として掲載してい

るものです。従いまして、ＴＡＩＳに登録されていない製品であっても市町村（介護保険の保険者）の

判断により保険給付の対象となる用具があることを留意してください。 

 

○  また、対象用具の選定につきましては、外部の有識者からなる検討委員会を当協会内に設け、

年１～２回（毎年／５月～６月，登録件数が多数ある場合／１１月～１２月）の開催をもって判断し

ているところであり、審査が済んでいない福祉用具には、｢貸与｣や｢販売｣のマークが表示されてい

ないことを予め理解してください。なお、個別の福祉用具が保険給付の対象となるかどうかの判断

につきましては、介護保険の保険者である市町村が行うこととなっておりますので、詳しくは、最寄り

の市町村・介護保険担当窓口まで問い合わせてください。 

 

○  選定の基準は、福祉用具のメー力一等から提供された書面情報を基に、告示等に照らし対象と

考えられる用具を選定したものであり、製品の安全性や機能面を保証するものではありません。

（なお、ＴＡＩＳ登録時に提供された情報のみでは、判断できなかったものには｢貸与｣や｢販売｣のマ

ークを表示しておりません。） 

 

○  実際の福祉用具の選定につきましては、要介護者の症状、介護者の状況あるいは住宅の状況

等、使用される場面に対応した適切な選定が必要となります。ホームページに掲載している用具

の全てが地域の貸与サービス事業所等で「貸与」又は「販売」されるわけではありません。詳しくは、

メーカー又は最寄りの貸与サービス事業所等に確認いただくことになります。 
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○  情報提供する福祉用具の仕様や使用上の注意等につきましては、登録メーカー等からご提供

いただいた内容をそのまま掲載しております。商品に関する問い合わせは、当該製品（登録してい

る用具）のメーカー等へ直接行っていただくことになります。 

 

７．お問合せ窓口 

 福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）に関わる、ご質問やご不明な点がございましたら、下記担当までお

問い合わせ下さい。 

 

〒１６２－０８２３  東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４階 

電話番号  ０３－３２６６－６８８３ 

ファクシミリ ０３－３２６６－６８８５ 

財団法人テクノエイド協会 企画部  担当：谷田
た に だ

良
りょう

平
へい

・梶原
か じ わ ら

成晃
し げ あ き

・五島
ご し ま

清国
き よ く に

 

http://www.techno-aids.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．登録書類の送付先 

 福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）への情報登録用紙は、下記の担当までお問い合わせ下さい。なお、

電子メールによる登録用紙の受け付けは行っておりません。 

 

〒１６２－０８２３  東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４階 

電話番号  ０３－３２６６－６８８３ 

ファクシミリ ０３－３２６６－６８８５ 

財団法人テクノエイド協会 企画部  担当：谷田
た に だ

良
りょう

平
へい

 ・ 梶原
か じ わ ら

成晃
し げ あ き

  

http://www.techno-aids.or.jp/ 

 

 

 


